


とは

 の な しのた に、 の に けた を し、 の

な がお いに し、 の なが して で る を 、

との を す です。 

金の に の に て の を ていま

す。 

 

「⼦育て」に関する京都府からのお知らせ！ 
京都府では、⼦育て世代をはじめ、全ての⼈にとって暮らしやすい

「⼦育て環境⽇本⼀」を⽬指し、令和元年９⽉、「京都府⼦育て環境⽇
本⼀推進戦略」を策定しました。 

この戦略では、若い世代や⼦育て世代が住み続けたいと思える魅⼒的
なまちや、⼦どもが「社会の宝」として、地域や企業など社会全体で⾒
守り⽀えるあたたかい社会を⽬指し、４つの重点戦略を掲げ、取組を進
めていきます。 

各団体のみなさまにおかれましては、本交付⾦を活⽤いただき、地域
の課題解決に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。 

  

 
地域活動が広がった 地域でなくてはならない

つながりになった 

の に けて り でいる

け 、 分た けでは限 が る 。 

が とつの となり、 

に なで り る  

を し、 金

けでな 、

を て、 を 。 

なつながりが まれ、 が 

れる 。 

この活動をもっと 
地域に広げたい！ 

 

同じ⽬的だし 
⼀緒にやろう！ 

地域にたくさん仲間が増えた 

じゃあ地域みんなで 
⼀緒に活動しましょう！ 

地域みんなで課題に 
取り組めないかな？ 

そうか！

やってみよう！ 

こうすれば 
どうでしょう？ 

地域でこんな活動を 
しているのか！ 
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１ 交付金の概要

（１）地域交響プロジェクト交付金とは

京都府と 団 人京都府市町村振興協会※１（以下、 振興協会 と います。）

は、地域 会の の 決に り 地域活動が継続して実施できるよう、 の

協力が られる を えること 、他団体・市町村・京都府等と関係性を構 する

ことを 地域交響プロジェクト交付金 により します。 

（２）各プロ ムの交付対象経費と交付

 分

交付対象経費 交 付 （交付額） 

備 
下 額 上 額 

京都市域で 

事業実施 
京都市以外※２の地域で事業実施

京都府 京都府 振興協会 

対 プロ ム

（ ：５ページ）
15 万円以上

3 万円 

以内 

１ ３以内 

（５   

 1 万円）

１ ３以内 

（５   

 1 万円）

１ ３以内 

（５   

 1 万円）

人件費の一部も

対象となります

プロ ム

（ ： ページ）

加

支

ュー

団体運営力向上

プロ ム※３

（ ：９ページ）

なし 

各プロ ム

に加えて 

3 万円以内

１ ３以内 

( 1 万円) 

１ ３以内 

( 1 万円) 

１ ３以内 

( 1 万円) 

上記プロ ム

に 加して申請

です 

※１振興協会は、府内市町村（京都市 く。）の な振興発 のため様 な事業を行っている団体です。  

※２京都市以外の地域で実施される事業には、京都府に加えて振興協会からも交付します。な 、府外で実

施される事業は、交付対象外です。 

※３ に申請される 対 プロ ム又は プロ ムの交付対象経費が 3 万円 の場

合は、そのプロ ムの交付対象経費の額が上 となります。 

 地域交響プロジェクト交付金では、上記の他に各 プロ ムを 定しています。 

各プロ ムの については、地域交響プロジェクト交付金ホームページ 

（https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html）をご覧ください。 

 則として１団体当たり１事業のみが対象となります。 

 経 者等で構成する 地域交響プロジェクト交付金 見 会 を開 するため、交付決

定には一定の を要します（１ ページ参 ）。 交付決定 の見通しについては、府の

当者まで 合せください。また、振興協会分については、府の交付決定以 に事 され

ます。 

 の 、事業要件を たしていないと された事業については、交付できません。また、

本交付金は各プロ ムの予算の 内で支 を行うため、予算額を上 る申請があった場合

は、事業要件を たしていても交付額が申請より 額される場合があります。 交付金がない場

合も 定した事業計画の 定を いします。な 、予算 により 加 を行う場合があ

ります。 

 府の、他の 事業等※４の対象となる事業には交付できません。 の 成

市町村の との 用は ですが、他 に いて 用を ている場合はこの

りではありませんので、ご注 ください。 
※４市町村が申請 口となり、 府の予算が てられている場合も みます。 
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（３） 対象

が に し、 の に り が対象です。 

（ の例） 

 、 法人、 法人、 法人 

 （ 内 、 人 、 人 、 、 ） 

 （ 、 、 、 ） な  

なお、法人 を する の については、定 に り以下の 件を確 し

ます。 

金の分 を ない と

したと は、 を 方 定の な に する

とを定 ている と

また、以下の な は、 対象 となりま 。 

定の 、 、 の を とした

定の （ を 。） は を し、 し、 は 対する と

を とする

の 下に る を に

（ ）対象

１ ３ 1 の に し、 する （ いを 。）

が対象です。申請 の に している は、対象とはなりま 。 

． 定を ける に に して いです 。

． 定後の が ですが、 の が れば は です。

は、 1 以 の となりますので 注 い。また、 を

れて を する のでは りま 。 

． で ない が たと は、 に の まで い。 

対象経費は で れるた 、 内に していない には で ま

。 の を で ない場合は、 申請書の 、 ての を

で ない場合は、 （ ） 申請書の が です。なお、申請 は 定

後に 内します。 

． （ 1 ）までに が で ない ですが、 を ける とはで

ます 。

１ 交付金の概要

（１）地域交響プロジェクト交付金とは

京都府と 団 人京都府市町村振興協会※１（以下、 振興協会 と います。）

は、地域 会の の 決に り 地域活動が継続して実施できるよう、 の

協力が られる を えること 、他団体・市町村・京都府等と関係性を構 する

ことを 地域交響プロジェクト交付金 により します。 

（２）各プロ ムの交付対象経費と交付

 分

交付対象経費 交 付 （交付額） 

備 
下 額 上 額 

京都市域で 

事業実施 
京都市以外※２の地域で事業実施

京都府 京都府 振興協会 

対 プロ ム

（ ：５ページ）
15 万円以上

3 万円 

以内 

１ ３以内 

（５   

 1 万円）

１ ３以内 

（５   

 1 万円）

１ ３以内 

（５   

 1 万円）

人件費の一部も

対象となります

プロ ム

（ ： ページ）

加

支

ュー

団体運営力向上

プロ ム※３

（ ：９ページ）

なし 

各プロ ム

に加えて 

3 万円以内

１ ３以内 

( 1 万円) 

１ ３以内 

( 1 万円) 

１ ３以内 

( 1 万円) 

上記プロ ム

に 加して申請

です 

※１振興協会は、府内市町村（京都市 く。）の な振興発 のため様 な事業を行っている団体です。  

※２京都市以外の地域で実施される事業には、京都府に加えて振興協会からも交付します。な 、府外で実

施される事業は、交付対象外です。 

※３ に申請される 対 プロ ム又は プロ ムの交付対象経費が 3 万円 の場

合は、そのプロ ムの交付対象経費の額が上 となります。 

 地域交響プロジェクト交付金では、上記の他に各 プロ ムを 定しています。 

各プロ ムの については、地域交響プロジェクト交付金ホームページ 

（https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html）をご覧ください。 

 則として１団体当たり１事業のみが対象となります。 

 経 者等で構成する 地域交響プロジェクト交付金 見 会 を開 するため、交付決

定には一定の を要します（１ ページ参 ）。 交付決定 の見通しについては、府の

当者まで 合せください。また、振興協会分については、府の交付決定以 に事 され

ます。 

 の 、事業要件を たしていないと された事業については、交付できません。また、

本交付金は各プロ ムの予算の 内で支 を行うため、予算額を上 る申請があった場合

は、事業要件を たしていても交付額が申請より 額される場合があります。 交付金がない場

合も 定した事業計画の 定を いします。な 、予算 により 加 を行う場合があ

ります。 

 府の、他の 事業等※４の対象となる事業には交付できません。 の 成

市町村の との 用は ですが、他 に いて 用を ている場合はこの

りではありませんので、ご注 ください。 
※４市町村が申請 口となり、 府の予算が てられている場合も みます。 

4



（ ） の

対

対 とは

に の が と れる （ て、 、 、

、 、 ）の を るた 、 との の

を す を します。 れ の には、 の での 、

な 合いが です。 のた 、 における の い となり、 に

に り が となります。 

対象

対 では、 れ の分 について、 が に

の な い となる とを として り を します（

は ）。 のた 、 で対象となる は、 に たり

に れる とを としています。 

対象経費

に する 品費 場費な の諸経費に 、 の

のた に な人件費が対象となります。 の の対象経費の は、（ ）対象経費

（11 ）を 確 い。 

の について

の は、 分 と に分けて している

（ は ） に していた ます。

は、 に する 定です。 

の

の には、 ３ を として な を して り

でいた とと に、 金に る 後 と し

に り として、 れ れの に に り でい

た とを 定しています。 

たに を 上 、 対 に する を とする方

に けて、 の 上 の 方な について、 に る を け

なが り でいた を に しました。 

は の との はで ま 。 

については、 を い。 

// / /
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に の が と れる 分 は、以下のとおりです。 が 対

に する な場合は、お に い。

、 り 、 り の分 は、 と

がれました。 

分 の について

の が の と して に 、 の

を対象とした の場 り な を対象とする 分 に る については

（ ）において、 とは に を います。 

については、 を い。 

// / /   

（ 合    1 ） 

分 対象となる 内   例 な

て

て の を対

象とした て

に けた

（ 分 に

する のを ） 

を対象とした て

ば 

て  

を対象とした て

ば ての な

を定 に して  

、

り に る方な

に る が

な方を対象とした の

 

に る

 

を とした

まり（ な ） 

において が な

方を と し、 合

に する を定

に して  

を対象とした

の れ に け

た  

計 （

、 計 ）

の  

計 に る  

の に

る  

定した 計 に

を

と し、定 に

して  

内に する外 人の

を とした  

との  

しい

 

外 人 けの

 

を とした

との の定

分 で する

と した な

を して  

内 の を

とした  

けの

 

に する  

と と

の  

た

との の

と、 を とした

を して  

対 の 分 と対象
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とは

の諸 の を す を するとと に、 の

の を なが を して で る 、 に な 金確 の

の を るた の な て します。 には、 金

と て、 との りに する の な の

（ 申請）を に いた とを 定しています。 

対象

では、 の のた に、 に す な が

な の とに り の 、 な を す のを します。

として る 分 に限定 れない、 が対象になります。 

対象経費

に する経費が の対象となりますが、 対 と なり、

人件費は対象外です。 の の対象経費の は、（ ）対象経費（11 ）を

い。 

な

の を ける とがで るのは、３ までです。

金に る 後 を に していける 、

の を していますので、 い。 

で する に が で を し、 な を 

います。 内 に て、 、 、  

、 な を します。 

の については、 を い。 

は、１ につ まで、１ ２ です。 

（ り ）
の に り の な に る  

を に します。 金 、人 確 な 、 の  

に つ内 を、 とと に でい ます。  

り、 合の い 場 で を につける とがで ます。 

つながる
たな の い を するた 、 に り れた  

に、 の に り の に して います。  

での の の 、対 に る しい の 、  

し 人 と して する の な が で ます。 

 

 

の について
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（ 加支 ュー）団体運営力向上プロ ム

団体の資 運営力向上のため、以下の に要する経費について、各プロ ムに加

えて１ 万円を交付額の上 （京都市以外の地域で事業を実施する場合、京都府に加えて

振興協会から 額を上 ）として支 します。 

 分

交付対象経費 交 付 （交付額） 

備 
下 額 上 額※

京都市域で 

事業実施 
京都市以外の地域で事業実施 

京都府 京都府 振興協会 

加

支

ュー

団体運営力向上

プロ ム
なし 

各プロ ム

に加えて 

3 万円以内

１ ３以内 

( 1 万円)

１ ３以内 

( 1 万円)

１ ３以内 

（ 1 万円）

各プロ ム

に 加して申請

です 

※ に申請される 対 プロ ム又は プロ ムの交付対象経費が 3 万円

の場合は、 申請のプロ ムの交付対象経費が上 額となります。

対象となる  

各 成金申請 資金 に関する 等からの

団体の 用力向上のための （ ：団体 の 開 ホームページ作成、

作成 、活動内 の発表会 会 の開 、第 者 関が実施する

会 認 の ）

団体運営に関する 会の開 （ ：資金 、人 成、事業の ン

ン 等）

活動実施に必要な 活動（ただし、 人資 の 費用を く。）

団体構成員の 活動

 団体運営力向上プロ ムは、 対 プロ ム及び プロ ムの

加支 となりますので、本プロ ム での申請はできません。 

 団体運営力向上プロ ムの交付申請をする場合は、 団体運営力向上活動計画書

（別紙１－５）（４3 ページ） の提出が必要です。 

 交付額の算定については、 対 プロ ム又は プロ ムに要する

経費と団体運営力向上プロ ムに要する経費から、それ れ別 に交付額を算定

（ 円 ）し、それらを合算した額を交付額とします。実 に事業費が

加することがあっても、それ れの当 の交付決定額を超えて交付することはでき

ません。 

（ ）事業要件

交付金の交付を るには、以下の事業要件を て たす必要があります。

要   件 対象とならない事業  

地域 との

関 性 

事業内 が地域 の 決に資するもの

であり、地域 たに 出したい地

域 が 確にされていること 

地域の が、実 ー

に いたものであること 

・地域の が、実 ー か

らか れている事業 

・事業実施による が、一部の

団体に られている事業 

・地域 とその 決手 に関 性が

認められない事業（ なる ント

の開 が目 の事業な ） 

地域 の 

参画 

地域 により ・ 体 に行

れ、団体構成員以外の も に参画

できる事業であること 

・実施内 の を ント会 等に

外注する事業 

・ e トの を通 た

による 見交 な 、対象を

定せず ン ー ット上のみで実施

する事業で、地域 の交 参画

を すると認められない事業 

持続性 

地域の 人と人とのつながり を め、

活動協力者を すことにより、事業を

一過性に らせない を行っている

こと 

・事業収入の確 な 、 年 への継

続を していない 発 な事業

（ が 決された場合を く。） 

性 

事業の が く に及 ものである

こと 

な会計運営に き事業を行ってい

ること 

・ 定の を持つ な に が

定される事業 

・実施内 に対し、過 と認められる

支出が まれている事業 

発 性 

これまでの の経 を まえ、事業の

な運営 地域 決等の

のために必要な 改 を行ってい

ること 

・ ら行う事業の による

等に く改 ・ がないま

ま継続 に実施する事業 

実 性 

事業計画が 体 に されて り、それ

が収支予算書 支出予算内訳表に さ

れていること 

協 が見 まれ、かつ実 な

内 となっていること 

・事業の が、申請書等により ら

かでない事業 

・関係団体 地域 との が 分

ではない事業 
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（ 加支 ュー）団体運営力向上プロ ム

団体の資 運営力向上のため、以下の に要する経費について、各プロ ムに加

えて１ 万円を交付額の上 （京都市以外の地域で事業を実施する場合、京都府に加えて

振興協会から 額を上 ）として支 します。 

 分

交付対象経費 交 付 （交付額） 

備 
下 額 上 額※

京都市域で 

事業実施 
京都市以外の地域で事業実施 

京都府 京都府 振興協会 

加

支

ュー

団体運営力向上

プロ ム
なし 

各プロ ム

に加えて 

3 万円以内

１ ３以内 

( 1 万円)

１ ３以内 

( 1 万円)

１ ３以内 

（ 1 万円）

各プロ ム

に 加して申請

です 

※ に申請される 対 プロ ム又は プロ ムの交付対象経費が 3 万円

の場合は、 申請のプロ ムの交付対象経費が上 額となります。

対象となる  

各 成金申請 資金 に関する 等からの

団体の 用力向上のための （ ：団体 の 開 ホームページ作成、

作成 、活動内 の発表会 会 の開 、第 者 関が実施する

会 認 の ）

団体運営に関する 会の開 （ ：資金 、人 成、事業の ン

ン 等）

活動実施に必要な 活動（ただし、 人資 の 費用を く。）

団体構成員の 活動

 団体運営力向上プロ ムは、 対 プロ ム及び プロ ムの

加支 となりますので、本プロ ム での申請はできません。 

 団体運営力向上プロ ムの交付申請をする場合は、 団体運営力向上活動計画書

（別紙１－５）（４3 ページ） の提出が必要です。 

 交付額の算定については、 対 プロ ム又は プロ ムに要する

経費と団体運営力向上プロ ムに要する経費から、それ れ別 に交付額を算定

（ 円 ）し、それらを合算した額を交付額とします。実 に事業費が

加することがあっても、それ れの当 の交付決定額を超えて交付することはでき

ません。 

（ ）事業要件

交付金の交付を るには、以下の事業要件を て たす必要があります。

要   件 対象とならない事業  

地域 との

関 性 

事業内 が地域 の 決に資するもの

であり、地域 たに 出したい地

域 が 確にされていること 

地域の が、実 ー

に いたものであること 

・地域の が、実 ー か

らか れている事業 

・事業実施による が、一部の

団体に られている事業 

・地域 とその 決手 に関 性が

認められない事業（ なる ント

の開 が目 の事業な ） 

地域 の 

参画 

地域 により ・ 体 に行

れ、団体構成員以外の も に参画

できる事業であること 

・実施内 の を ント会 等に

外注する事業 

・ e トの を通 た

による 見交 な 、対象を

定せず ン ー ット上のみで実施

する事業で、地域 の交 参画

を すると認められない事業 

持続性 

地域の 人と人とのつながり を め、

活動協力者を すことにより、事業を

一過性に らせない を行っている

こと 

・事業収入の確 な 、 年 への継

続を していない 発 な事業

（ が 決された場合を く。） 

性 

事業の が く に及 ものである

こと 

な会計運営に き事業を行ってい

ること 

・ 定の を持つ な に が

定される事業 

・実施内 に対し、過 と認められる

支出が まれている事業 

発 性 

これまでの の経 を まえ、事業の

な運営 地域 決等の

のために必要な 改 を行ってい

ること 

・ ら行う事業の による

等に く改 ・ がないま

ま継続 に実施する事業 

実 性 

事業計画が 体 に されて り、それ

が収支予算書 支出予算内訳表に さ

れていること 

協 が見 まれ、かつ実 な

内 となっていること 

・事業の が、申請書等により ら

かでない事業 

・関係団体 地域 との が 分

ではない事業 
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（ ）対象経費

対象となる経費は、 の を て たす のです。 

定した を するた に となる の
 で しない の のた で て 申請内 にない は対象外 

 した 品の に するた の 品購入は対象外 

対象 （ １ ３ ３１ ）内 つ （

定 は 書記載 ）内に が る の

件を たした 書 に り金 の を確 する とがで る の

 は、 書 の い（１ ）を確 して い。

以下に しない の

  

  対象経費（例） 対象外経費（例） 

 を する の謝 （１ たり） 

  

 以外（外 ） 場合 

な に対する謝  

（ 上限 １ たり１ 、１ たり ）

例  

に る の り 

の 、１ の する  

  

において を した に対する謝

（ 上限 １ たり１ 、１ たり ）

例 １ する のた の

 

 場合 

な に対する謝  

（ 上限 １ たり１ 、１ たり ）

 １ たりの上限額は、 対象 以内 

における に対する謝金は対象外 

  

 を ない に対

する謝金 

 金以外の 品（例 、金

）な に る謝  

 上限額を超過した謝金 

謝金の上限額については、 
対象経費の１ ３以内

上限額の計算方法については、 
を い。 

内 に対して、過 に 額な経費 

経 な に する経費（ 、 場 、 の 費、

な 経 に る 費、 定例 のた の 場費な ） 

人 に する は する の（記 品、 品（ ）、

な で し る 品の 費な ） 

品 （お 、 な の を ） 

（ 費 を ） 

人 が する の を る の（ の 費 な ） 

費 費 

対象 以外の経費（ 金申請 に る費 な ） 
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  対象経費（例） 対象外経費（例）

費

 に る 書 な の に

対する の対 （ ） 

（ 上限 １ たり１ ） 

１ たり１ 分の 対象 

対象とする人件費の上限額を以下のとおり、 分 に

定します。 

人件費を対象とする場合は、 の を確

する とがで る書 の が です。 

では対象にで

ま 。 

費

 （外 ）に る 費 費 

費は に な場合の 対象 

 に 旅費 

 に 旅費 

 以外の の旅費 

 金 

 過 に 額な の 、 との

り分けがで ない 費 

 合 な のない、

以外での旅費 

 合 な な した、

の旅費 

（ 外 を する場合） 

外 内までの 費 

 例 に する旅

費 

 外 の旅費 

 金申請 のた の旅費 

費

 に な 品費 費で、 が

（ ）の の 

な の 費 な  

 の （た し、

費 は外注費） 

 場 備の  

内 費 

 のた の 場の 費 費 

 との のた の  

 金 の  

 に な 金を に

り する場合の  

  

 の に な 購入費（ が

以上の 品は備品購入費となります。）

 

 品の購入費 費（

品の に する場合を 。） 

 のた の備 品（例

な ） 

 書 な の金  

 の 費 

 での 合 な

で 費と り分けで ない 場  

 人 に する の（例

で 人が

る 品 の 費） 

 品  

上限 の 費 額 
額上限 については 1  
 、 を して い。 

＜上限額＞（ を て する場合） 
て、  

12  
2  
2   
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＜謝金 人件費を 場合の ＞ 

は、申請 に いた の記載内 に り確

します。 

が る場合は、 の 限 の 入な 、 法 の法

に 、 な に て い。 

  

  対象経費（例） 対象外経費（例）

外

注

費

 に し、 人 は に 注して に

る費  

、 、 の  

に る の 費  

の 、 、  

費 （ 載 、 ） 

の 費  

品 、 の 費  

、 、 （ 人 の謝金は 。） 

場 場 備、 の 分費 

に な  な  

 １件 たり 以上（ ）の場合は、 の

の 書に り金額の を する とがで

る のに限ります。 

 の 費  

 の の  

 （ を 。）の

、 、 費  

 、 に す

る 備を する費 費  

 の の 書の

がない の 

備
品
購
入
費

 以上（ ）の 品で、 の

の 書に り金額の を する とがで

る の 

 の の 書の

がない の 

 の経 な に する

品（例 、 、

、 ） 

  

 に り な

品（例 、 ） 

上限額 対象経費の１ ２以内 
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．人件費を 金の対象経費とする場合は、対象 の 、 、 内 が記

れた を し、対象 が する人件費を した とを する は を し、

して い。 を に 載していますので、 い。 

の例 

． を した に した は 金の対象になります 。

． の と の 書の が する 、 申請 のた

にの いた とを 確に で る場合に限り対象とします。 

． のた に した 金は 金の対象になります 。

． を する とが しい に た（例 の の

合上 を るを な た、 が た ）と で

る場合に限り対象とします。 

． 金はいつ、 の に れます 。

． は 後の 算 です。 の 後、 金額が確定 れて 、おお

2 で 定の り まれます。

た し、 に た て 金の いが な場合は、 定後に 分の

額の１ ２以内の額（ 分は 算 がで ま 。）を 算 請 書 に り

に請 する とがで ます。 

 また、 算 を た場合は、 後（額の確定後）に確定額の 額を り ま

す。 
（例） 算 額 、確定額 1   後に を  

   

なお、 金の確定額が 算 額を下 た場合は、過 分の が です。 
（例） 算 額 、確定額   過 1 を  

． 対 において、人件費を 定ですが、 は の に記

する が ります 。

体

事

5 5
て 場を するために する 体との事

の （1,000円/時  × 時 ）
5,000 5 0

5,000

事

－

額
（円）

計

事
（ ）

の内

で も て
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． の な に り、 を ないと れる が る場合は、対象経費に

る とがで ます。 

なお、 の に り が になる場合が りますので、 が る場

合は、 に の まで 確 い。 

．旅費の 上限が の 費額となる と 、 対象 （

）が する 書には、旅 、経 、 額が 記 れている とが です

が、 記 れていない場合、以下の例の な を する とで とする

とが です。また、 書を して とが しい の場合は、上記

に 、 は を した を として する とが

です。 を に 載していますので、 い。 

旅費 書の例 

  

 旅費（ 費 費 額）は合 つ経 な経 で計算して い。 に が
い場合 は で 費 額を 算定し、対象額を 額する場合が ります。

 定額 を ている場合で て 対象経費の上限は 人 での 費 費 額です。

．申請 の に した の旅費は の に すれば いで

す 。

． 定していた が とな た場合、 の 備に た経費は 対象経費に

る とはで ます 。

( )

5 10 合せ 下 5 10 520

520計

内

（最 り を記 ）

で も て

額

（円）

（ 体 ） 費
体

（ ）
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２ 申請 までの れ

   

 申請に た ての が りました 、 の （ に記載）

に い（ 外で いた けます。）。 

 申請  

 の申請 （ に記載）に、 は に り （ １

３ ）に 書 を して い。なお、 の場合は、

の 分 12 、 後 1 まで申請を け けていま

す。 の場合の りは、 後 です。 

   

 と 場 を の上、 の が 申請 の内 について りを

います。 

 金   

 申請 について、 経 で する 金

で を 、 定を 上での とします。 

 定  

 申請 れた 計 算を とに、 （ ）が 額の上限を定 る の

で、 の を 書で します。 

   

 （ ）が 金の確定額を算 するた に、申請 に 算

（ に に した経費）の内 の を る ので、 後 以内

（た し、 ３ 11 （ ）以 に した は 1 （ ）ま

で）に で の に、 は に り 書を して い。

までに 書の がない場合は、 定を り す とが ります（ は、

定 に同 の 定後の に記載しています。）。

 金の額の確定 算   

 で 書 を した後、 金の確定額を 書に り するとと に、

を います。 

申請 定、 に する は、 で します。 
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４ 領収書 備品等の い
（１）領収書等の い

領収書等は、 名（申請団体名）、領収金額、 し書き（支 内 ）、発行年 、

領者 がき んと記 されたものを 付してください（ 記入、 な場合は、交付金

の支 をすることができません。）。 

注  

領収書類は対象経費の支出 となる 要書類ですので、発行者に 確な記入を めてくださ

い。申請団体で 記・ ・ されたものは、対象経費として認められません。 

支出内 の

確認 

 購入内 及び購入 から、交付申請事業のために支出されたことが 確に分か

る、 シート しくは内訳が分かる領収書のみを対象とします。 

 品書 請 書だ では支 確認ができませんので、領収書の りにはなり

ません。 

 金 関の 口 で振り まれた場合は、振 と合 せて、支 内

等が分かる請 書等を 付してください。 

 名 

 発行者に、申請団体の 式名 の記 を めてください。 則として団体の

通 、部会名、 ント名、 人名が 名となっている領収書は対象となり

ません（ 名が なる場合は、提出前にご相 ください。）。 

領収金額 

 ント等を利用した 分の か、金 品 で支 れたものは対象外

となります。 

 金額の が必要な場合は、発行者に 発行を依頼してください。 

し書き 

 品 等、内 が分からない場合は、請 書等内訳が分かる資料を 付して

ください。 

 ※ 等が必要な場合は、領収書 付 紙の 部分に記 してください。

 当該品目を通 り っていない業者 人からの購入、 替 いの場合は、

領収書に加え、請 書又は内訳書等、 様 、数 等の が分かる資料を

付してください。 

発行年

 則として交付決定 以降の支出が対象となりますが、事前着手届を した

場合は、交付決定 以前の領収書も対象とします。ただし、実 以降に購

入されたものの領収書は対象外です。 

 事業 の 品 年 に備えたまとめ いと されるものは対象外

となります。 

領者 
 領者名、 領者 、 の記 が必要ですが、 人の場合は 及び の

記 のみで構いません。 

３ 申請手続・提出書類

以下の書類を郵送又は持参により提出してください。京都市以外の地域で事業を実施さ

れる場合、第１号様式及び事前着手届のみ府と振興協会分の両方を提出してください。そ

の他の書類については、各１部のみご提出ください。 

 提出に当たっては、関係書類チェックリストを用いて必ず確認を行ってください。 

交付申請書（第１号様式）

〔→ ２１ページ〕 

府 分 

市町村振

興協会分 

京都市域以外の地域で事業実施する場合のみ、提出し

てください。 

事前着手届 

〔→ ２３ページ〕 

府 分 
交付決定前に事業を実施する場合（支出が発生する場

合）は、必ず提出してください。 

市町村振

興協会分 

上記に加え、京都市域以外の地域で事業実施する場合

のみ、提出してください。 

関係書類（各 1 部） 

関係書類チェックリスト 

〔→ ２５ページ〕 

事業計画書 

（別紙１－１－１・１－１－２） 

〔→ ２７・２９ページ〕 

事業継続実施計画書（別紙１－2） 

〔→ ３１ページ〕 
交付申請が２年目以降の団体も提出してください。 

収支予算書（別紙１－3） 

〔→ ３３ページ〕 

支出予算内訳表（別紙１－4） 

〔→ ３５ページ〕 
支出の項目ごとに作成してください。 

団体運営力向上活動計画書（別紙１－5）

〔→ ４３ページ〕 
該当がある場合提出してください。 

口座振替依頼書（別紙１－6） 

〔→ ４５ページ〕 

口座番号・口座名義人(カナ)を 

確認することができる書類 

通帳の見開き１ページ目の写し、キャッシュカードの

写し等 

複数事業者からの見積書(相見積り) 
※１件当たり５万円を超過する備品購入・

外注を伴う場合のみ

該当がある場合は、複数事業者からの見積書を必ず提

出してください。提出がない場合は、金額の妥当性が

確認できないため、対象経費とすることができませ

ん。 

定款・会則及び団体構成員一覧表 
以前に府へ提出したことがある場合でも、改めて提出

してください。 
事業の概要が分かる資料 

※ 様式は府ホームページからダウンロード又は本要領 21 ページ以降をご利用ください。 

地域交響プロジェクト交付金ホームページ： 

https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html 
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４ 領収書 備品等の い
（１）領収書等の い

領収書等は、 名（申請団体名）、領収金額、 し書き（支 内 ）、発行年 、

領者 がき んと記 されたものを 付してください（ 記入、 な場合は、交付金

の支 をすることができません。）。 

注  

領収書類は対象経費の支出 となる 要書類ですので、発行者に 確な記入を めてくださ

い。申請団体で 記・ ・ されたものは、対象経費として認められません。 

支出内 の

確認 

 購入内 及び購入 から、交付申請事業のために支出されたことが 確に分か

る、 シート しくは内訳が分かる領収書のみを対象とします。 

 品書 請 書だ では支 確認ができませんので、領収書の りにはなり

ません。 

 金 関の 口 で振り まれた場合は、振 と合 せて、支 内

等が分かる請 書等を 付してください。 

 名 

 発行者に、申請団体の 式名 の記 を めてください。 則として団体の

通 、部会名、 ント名、 人名が 名となっている領収書は対象となり

ません（ 名が なる場合は、提出前にご相 ください。）。 

領収金額 

 ント等を利用した 分の か、金 品 で支 れたものは対象外

となります。 

 金額の が必要な場合は、発行者に 発行を依頼してください。 

し書き 

 品 等、内 が分からない場合は、請 書等内訳が分かる資料を 付して

ください。 

 ※ 等が必要な場合は、領収書 付 紙の 部分に記 してください。

 当該品目を通 り っていない業者 人からの購入、 替 いの場合は、

領収書に加え、請 書又は内訳書等、 様 、数 等の が分かる資料を

付してください。 

発行年

 則として交付決定 以降の支出が対象となりますが、事前着手届を した

場合は、交付決定 以前の領収書も対象とします。ただし、実 以降に購

入されたものの領収書は対象外です。 

 事業 の 品 年 に備えたまとめ いと されるものは対象外

となります。 

領者 
 領者名、 領者 、 の記 が必要ですが、 人の場合は 及び の

記 のみで構いません。 

３ 申請手続・提出書類

以下の書類を郵送又は持参により提出してください。京都市以外の地域で事業を実施さ

れる場合、第１号様式及び事前着手届のみ府と振興協会分の両方を提出してください。そ

の他の書類については、各１部のみご提出ください。 

 提出に当たっては、関係書類チェックリストを用いて必ず確認を行ってください。 

交付申請書（第１号様式）

〔→ ２１ページ〕 

府 分 

市町村振

興協会分 

京都市域以外の地域で事業実施する場合のみ、提出し

てください。 

事前着手届 

〔→ ２３ページ〕 

府 分 
交付決定前に事業を実施する場合（支出が発生する場

合）は、必ず提出してください。 

市町村振

興協会分 

上記に加え、京都市域以外の地域で事業実施する場合

のみ、提出してください。 

関係書類（各 1 部） 

関係書類チェックリスト 

〔→ ２５ページ〕 

事業計画書 

（別紙１－１－１・１－１－２） 

〔→ ２７・２９ページ〕 

事業継続実施計画書（別紙１－2） 

〔→ ３１ページ〕 
交付申請が２年目以降の団体も提出してください。 

収支予算書（別紙１－3） 

〔→ ３３ページ〕 

支出予算内訳表（別紙１－4） 

〔→ ３５ページ〕 
支出の項目ごとに作成してください。 

団体運営力向上活動計画書（別紙１－5）

〔→ ４３ページ〕 
該当がある場合提出してください。 

口座振替依頼書（別紙１－6） 

〔→ ４５ページ〕 

口座番号・口座名義人(カナ)を 

確認することができる書類 

通帳の見開き１ページ目の写し、キャッシュカードの

写し等 

複数事業者からの見積書(相見積り) 
※１件当たり５万円を超過する備品購入・

外注を伴う場合のみ

該当がある場合は、複数事業者からの見積書を必ず提

出してください。提出がない場合は、金額の妥当性が

確認できないため、対象経費とすることができませ

ん。 

定款・会則及び団体構成員一覧表 
以前に府へ提出したことがある場合でも、改めて提出

してください。 
事業の概要が分かる資料 

※ 様式は府ホームページからダウンロード又は本要領 21 ページ以降をご利用ください。 

地域交響プロジェクト交付金ホームページ： 

https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html 
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（２） 書 の

申請 に る の 書 （ 、 書な ）は、 の

後 の が です。また、 金に る 算 の を するた 、

が ると は を たり、 を とが ります。 

（３）備品 の い

 金に り 備した 備 購入備品 は、 の に

する （ 1 ）に定 る 、 する が り

ます。 の を い、 に して い。 

 なお、上記 を経過 に 分 れた場合は、 金を していた とが

りますので、備品 の 分 を 場合は、 に まで い。

以上の備品 を 金の 以外に する 、 、 、 けを い、

は にする場合は、 の が となりますので 注 い。 

（ ） 

備品           備品

  

品  

（品 ）

購入  購入金額 限 

（ ） 

１

２

備品 １
   

金
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５  申 請 様 式
（記載例付き）

５  申 請 様 式
（記載例付き）
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１ （ ） 

京都府  

 
令和  年  ⽉  ⽇ 

京都府   
京都府 会   

団 体

代

表

者

り が な

京都府地域交 交付⾦交付 団 ⼈京都府 会京都府地域交
交付⾦交付 に き、 を えて、 のとおり交付を します。なお、

この に している は、全て と ないことを します。 

   ⽀ の「交付 」 と⼀

団体の  

団 体 地
          

  

⼈              ⼈ 

交付 に する  代 と同じ は  

者

り が な

付
住

          

  

京都府 会 ⽤ しないでください。  交付決定        
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記 例 

１ （ ） 

京都府  

 
令和 年 ４⽉ ⽇ 

京都府   
京都府 会   

団 体

代

表

者

り が な  

 

京都府地域交 交付⾦交付 団 ⼈京都府 会京都府地域交
交付⾦交付 に き、 を えて、 のとおり交付を します。なお、

この に している は、全て と ないことを します。 

  ⽀ の「交付 」 と⼀

団体の  

団 体 地
 

  

  

⼈             ⼈ 

交付 に する  代 と同じ は  

者

り が な  

 

付
住

 
 

 

京都府 会 ⽤ しないでください。  交付決定        

以外の の場合は、 てと

ての を

する ります。 

で め ている

で記 してください。 

算 （ － ）下 の 申請額算 に り

算 さ た 、 の申請額（対象事

と 体 上 （ する場合）の合算）を 1

記してください。 

は です。
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京都府  

 
令和  年  ⽉  ⽇ 

京都府   
京都府 会   

団 体

地

代

表

者

り が な

団体が の令和 年 京都府地域交 交付⾦に る 業について、交付決定
に しますので、 け ます。なお、 業が交付決定されない にあっても、 を し

てないことを します。 

 の  
するものに

 業⽬的の のためには、 やかな 業 が なため。 

 その  
                              

 定 年⽉⽇ 
を 業 ⽇

 令和   年   ⽉   ⽇ 
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記 例 

京都府  

 
令和 年４⽉ ⽇ 

京都府   
京都府 会   

団   体   

地  

 

代

表

者

 

り が な  

  

団体が の令和 年 京都府地域交 交付⾦に る 業について、交付決定
に しますので、 け ます。なお、 業が交付決定されない にあっても、 を し

てないことを します。 

 の  
するものに

 業⽬的の のためには、 やかな 業 が なため。 

 その  
                              

 定 年⽉⽇ 
を 業 ⽇

 令和 年４⽉ ⽇ 

体に する記 内 は、 申請 （
様 ）と てを同 とする り

ますので注意してください。

 以外の の場合は、 てと

ての を

する ります。

は です。

（ ） 申請 の りも の

の場合は、 （ ） をご記 ください。

（ ） は 以 の

としてください。事 以 の は 対象外

となりますのでご注意ください。 
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令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

関係書類チェックリスト    団体名：                     

※ これまでに本交付金の交付を何回受けましたか。（今回の申請は含めません。） 
  無  ・      回（うち、重点課題対応プログラム  回 基盤強化プログラム  回 ）   
  
◆ 書類を全て添付のうえ、団体確認欄にチェック（✔）を入れてください。 

関 係 書 類 団体確認欄 

① 交付申請書（第１号様式(第４条関係)） ※京都市域以外の地域の場合は、①、
②のみ、京都府宛てと市町村振興協会
宛て各 1 部ずつを提出してください。
③以降は 1 部のみ提出してください。

② 事前着手届   
※交付金の交付決定前に事業を実施する場合は、必須

③ 事業計画書（別紙１－１－１）（別紙１－１－２） 

④ 事業継続実施計画書（別紙１－２）  

⑤ 収支予算書（別紙１－３）

⑥ 支出予算内訳表（別紙１－４） 

⑦ 団体運営力向上活動計画書（別紙１－５）  ※該当がある場合のみ、必須

⑧ 口座振替依頼書（別紙１－６） 

⑨ 口座番号・口座名義人(カナ)を確認することができる書類 
（通帳の見開き１ページ目の写し、キャッシュカードの写し等） 

⑩ 複数の事業者からの見積書（相見積もり） 
※5万円以上の外注・備品購入を伴う場合は、必須

⑪ 定款・会則 

⑫ 団体構成員一覧表 

⑬ 事業概要の分かる資料（チラシ、パンフレット等） 

◆ 事業を実施する上で、相談したいことがありましたらご記入ください。

◆専門家派遣制度の利用を希望される場合は、 
「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 

□希望する （分野：          ）

◆何で「地域交響プロジェクト交付金」を知りましたか 
 該当する箇所にチェック（✔）を付けてください。 

□紹介（                  ） □Facebook 
□HP □募集要領を見て（                ）
□その他（                        ）

◆地域力メーリングリスト（京都府の地域活動関係者約 2,000 人が参加するメーリングリスト）へ 
参加を希望される場合は、「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 □希望する
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記載例                                令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類

関係書類チェックリスト    団体名： 地域で子ども育て隊               

※ これまでに本交付金の交付を何回受けましたか。（今回の申請は含めません。） 
  無  ・   ２  回（うち、重点課題対応プログラム ２回 基盤強化プログラム  回 ）  

◆ 書類を全て添付のうえ、団体確認欄にチェック（✔）を入れてください。 

関 係 書 類 団体確認欄 

① 交付申請書（第１号様式(第４条関係)） ※京都市域以外の地域の場合は、①、
②のみ、京都府宛てと市町村振興協会
宛て各 1 部ずつを提出してください。
③以降は 1 部のみ提出してください。

✓

② 事前着手届   
※交付金の交付決定前に事業を実施する場合は、必須

✓ 

③ 事業計画書（別紙１－１－１）（別紙１－１－２） ✓ 

④ 事業継続実施計画書（別紙１－２）  ✓ 

⑤ 収支予算書（別紙１－３） ✓ 

⑥ 支出予算内訳表（別紙１－４） ✓ 

⑦ 団体運営力向上活動計画書（別紙１－５）  ※該当がある場合のみ、必須 ✓ 

⑧ 口座振替依頼書（別紙１－６） ✓ 

⑨ 口座番号・口座名義人(カナ)を確認することができる書類 
（通帳の見開き１ページ目の写し、キャッシュカードの写し等） 

✓ 

⑩ 複数の事業者からの見積書（相見積もり） 
※5万円以上の外注・備品購入を伴う場合は、必須

✓ 

⑪ 定款・会則 ✓ 

⑫ 団体構成員一覧表 ✓ 

⑬ 事業概要の分かる資料（チラシ、パンフレット等） ✓ 

◆ 事業を実施する上で、相談したいことがありましたらご記入ください。 
・子育て分野に限定せず、地域活動に関する情報交換の場を持ちたいと考えており、有益な場所があれば知りたい。 

・３年後の事業の自立を見据え、早期から交付金以外の資金調達に取り組みたいと考えているため、資金調達の方法

や留意すべき点があれば知りたい。

◆専門家派遣制度の利用を希望される場合は、 
「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 

☑希望する （分野：  資金調達        ）

◆何で「地域交響プロジェクト交付金」を知りましたか 
 該当する箇所にチェック（✔）を付けてください。 

☑紹介（近隣で活動している他団体から） □Facebook 
□HP □募集要領を見て（                ）
□その他（                       ）

◆地域力メーリングリスト（京都府の地域活動関係者約 2,000 人が参加するメーリングリスト）へ 
参加を希望される場合は、「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 ☑希望する

実際に交付のあった回数を記載してください。 

不交付決定だった年度や、交付決定後に取下げ又は中止(廃

止)された年度は、回数に含みません。 

交付申請に当たっては、必要な関係書類を全て揃え、

チェックした上でご提出をお願いします。 
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令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類

※これまでに本交付金を活用された団体は、その成果や実績等を踏まえて記載してください。 
※記入欄が不足する場合は、複数ページにまたがっても構いません。 

（別紙１－１－１） 
団体名： 

事 業 計 画 書 (概要について)     （※全項目を記入すること）

事業名 

プログラム 
（該当する項目に✔印）

□ 重点課題対応プログラム（ １ 子育て  2 要配慮者支援  3 防災  4 多文化共生  5 移住促進 ）

□ 基盤強化プログラム 

１．解決したいと考えている「地域の課題」について教えてください。 
① 課題を解決したい「地域（エリア）」を記入してください。市町村に加え、必要に応じて具体的な地域の名称まで記入してください。 

                市・町・村            

② 解決しようとされている地域の課題は何ですか。 

具体的な
内容 

③ 上記の課題が「地域課題」であると感じられる理由は何ですか。 

２．この事業を通じて、目指す地域の姿（目標）はどのようなものですか。 

３．１で記入した地域課題の解決に向けて、今年度、交付金を活用して実施する事業について、具体的に記入してください。
地
域
住
民
の
参
画

① 貴団体のメンバー以外に、この事業にはどのような方々がどのように関わっていますか。 

持

続

性

② 事業を継続させるための取組や活動の協力者を増やす工夫は何ですか。 

公

共

性

③ この事業を広く地域住民に参加・理解してもらうためにどのようなことを行っていますか。 

発

展

性

④ この事業を発展させていくための取組や今年度行う新しい工夫は何ですか。 
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記載例                                令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類

※これまでに本交付金を活用された団体は、その成果や実績等を踏まえて記載してください。
※記入欄が不足する場合は、複数ページにまたがっても構いません。 

✔

（別紙１－１－１） 
団体名：地域で子ども育て隊 

事 業 計 画 書 (概要について)     （※全項目を記入すること）

事業名 △△地域みんなで子どもを育てよう！ 

プログラム 
（該当する項目に✔印）

□ 重点課題対応プログラム（ １ 子育て  2 要配慮者支援  3 防災  4 多文化共生  5 移住促進 ）

□ 基盤強化プログラム 

１．解決したいと考えている「地域の課題」について教えてください。
① 課題を解決したい「地域（エリア）」を記入してください。市町村に加え、必要に応じて具体的な地域の名称まで記入してください。 

             ◯◯ 市・町・村            △△地域 

② 解決しようとされている地域の課題は何ですか。 

具体的な
内容 

△△地域では、大型マンション等の建設により、主に子育て世代の地域への転入が多くみられる。しかし、核家族化や地
域のつながりの希薄化が進行していることから、子育ての不安感や負担感に悩む子育て世代が地域から孤立してしまって
いる。当該地域においては、これまで子育ての悩みや困りごとを気軽に相談できる場がなく、不安を抱いたまま子育てを
している等の声も多く、地域と繋がりながら安心した子育てができる地域づくりを進めていく必要がある。 

③ 上記の課題が「地域課題」であると感じられる理由は何ですか。 
市のホームページに記載があるとおり、◯◯市では地域の子育て支援拠点が少ない状況である。特に△△地域においては、人口比か
ら考えても支援施設が不足しており、昨年度実施した地域の子育て世代へのアンケート調査では、子育てに関する悩みや不安を抱え
ている声が多く見受けられた。

２．この事業を通じて、目指す地域の姿（目標）はどのようなものですか。 
この交付金を活用して昨年度、地域の子育て拠点を開設できたが、子育ての不安・悩みを相談できる機会をより増やし、子育て世代
が相互交流や地域と繋がることで、日常の困りごとを気軽に相談でき、年代を問わず助け合いができる子育てのしやすい地域を目指
す。 

３．１で記入した地域課題の解決に向けて、今年度、交付金を活用して実施する事業について、具体的に記入してください。
地
域
住
民
の
参
画

① 貴団体のメンバー以外に、この事業にはどのような方々がどのように関わっていますか。 
・△△子育てひろばについて、△△地域の児童館担当者とも引き続き相談をしながら計画を立てている。 
・ママのためのミニ講座では、先進的な取組を進めている他地域の子育て団体のメンバーに講師を依頼している。 
・子育て拠点でのイベント開催時は、地域の方が当日運営のサポートをしてくれている等、住民の主体的な協力を得ている。

持

続

性

② 事業を継続させるための取組や活動の協力者を増やす工夫は何ですか。 
・子育て拠点を活用したイベントを定期的に開催することで、子育てを軸にした地域住民同士の交流をさらに深める。 
・SNS を活用した情報発信を引き続き定期的に行うことで、地域での認知度を高め、参加者の増加を図る。 
・◯◯大学のボランティアセンターに働きかけ、大学生に活動サポーターとして参加してもらうことで、活動メンバーの幅を広げる。
・対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式でのイベント開催等、より多くの方が参加できるよう状況に応じた工夫をする。

公

共

性

③ この事業を広く地域住民に参加・理解してもらうためにどのようなことを行っていますか。 
・地域の高齢者と親子の交流イベントを実施し、多世代の住民との交流を図りながら、地域全体で子育てを行う機運を高める。 
・「パパのためのミニ講座」を実施し、母親だけでなく父親の事業参画を図る。 
・イベント等について、多くの方に参加してもらえるようチラシの各戸配布や自治会、関係施設と協力した広報に努めている。

発

展

性

④ この事業を発展させていくための取組や今年度行う新しい工夫は何ですか。 
・府の「専門家派遣事業」を活用し、外部の専門家にSNS の活用などによる広報力の強化について相談する。 
・パートナーシップミーティングに参加し、他団体との交流を深め、連携や協働した取組へ発展させる。
・子育て世代の参加者が、事業運営にも参加できる機会を提供し、担い手育成につなげていく。 

全ての項目について記入して
ください。 

一般的な社会問題ではなく、そ
れぞれの地域の実情に応じた「地
域の課題」を記載してください。
例）
○ 子育ての悩みを共有する場が

地域にない
× 全国的に少子化が問題と 

なっている 

どのような事業なのか、わかりや

すく簡潔な名称としてください。

該当するプログラム名にチェ
ックを入れてください。 
重点課題対応プログラムの場

合は、主な重点課題分野ひとつに
○印をつけてください。

どのような地域の姿を目標としてい
るのかを具体的に記入してください。
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令
和

5
年

度
地

域
交

響
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
交

付
金

 
申

請
書

類

※
事

業
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

、
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
事

業
の

内
容

で
複

数
分

か
れ

る
場

合
は

、
名

称
ご

と
に

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
分

け
て

く
だ

さ
い

。
 

※
記

入
欄

が
不

足
す

る
場

合
は

、
複

数
ペ

ー
ジ

に
ま

た
が

っ
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
 

（
別

紙
１

－
１

－
２

）
 

団
体

名
：

 

事
 業

 計
 画

 書
（

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
※

全
項

目
を

記
入

す
る

こ
と

）
 

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
事

業
に

取
り

組
む

の
か

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
＜

事
業

内
容

・
地

域
課

題
と

の
関

連
性

・
対

象
者

・
協

力
者

・
会

場
・

開
催

頻
度

な
ど

＞
 

名
称

 
時

期
 

内
容

 
場

所
 

参
加

者
又

は
対

象
者

 
参加

予定
人数
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令
和

5
年

度
地

域
交

響
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
交

付
金

 
申

請
書

類

※
事

業
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

、
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
事

業
の

内
容

で
複

数
分

か
れ

る
場

合
は

、
名

称
ご

と
に

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
分

け
て

く
だ

さ
い

。
 

※
記

入
欄

が
不

足
す

る
場

合
は

、
複

数
ペ

ー
ジ

に
ま

た
が

っ
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
 

（
別

紙
１

－
１

－
２

）
 

団
体

名
：

 

事
 業

 計
 画

 書
（

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
※

全
項

目
を

記
入

す
る

こ
と

）
 

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
事

業
に

取
り

組
む

の
か

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
＜

事
業

内
容

・
地

域
課

題
と

の
関

連
性

・
対

象
者

・
協

力
者

・
会

場
・

開
催

頻
度

な
ど

＞
 

名
称

 
時

期
 

内
容

 
場

所
 

参
加

者
又

は
対

象
者

 
参加

予定
人数

 
 

 
 

 

記
載
例

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
令

和
5

年
度

地
域

交
響

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

交
付

金
 

申
請

書
類

※
事

業
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

、
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
事

業
の

内
容

で
複

数
分

か
れ

る
場

合
は

、
名

称
ご

と
に

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
分

け
て

く
だ

さ
い

。
 

※
記

入
欄

が
不

足
す

る
場

合
は

、
複

数
ペ

ー
ジ

に
ま

た
が

っ
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
 

（
別

紙
１

－
１

－
２

）
 

団
体

名
：

 地
域
で
子
ど
も
育
て
隊

事
 業

 計
 画

 書
（

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
※

全
項

目
を

記
入

す
る

こ
と

）
 

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
事

業
に

取
り

組
む

の
か

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
＜

事
業

内
容

・
地

域
課

題
と

の
関

連
性

・
対

象
者

・
協

力
者

・
会

場
・

開
催

頻
度

な
ど

＞
 

子
育
て
世
代
の
地
域
へ
の
転
入
が
増
加
す
る
中
、
そ
の
支
援
拠
点
が
不
足
し
て
い
た
が
、
△
△
地
域
に
子
育
て
拠
点
（
子
育
て
交
流
広
場
）
を
設
置
し
、
地
域
住
民
や
他
の
子
育
て
関
連
団
体
と
協
力
し
な
が
ら
、
「
△
△
子
育
て
ひ
ろ
ば
」
や
「
マ
マ
、
パ
パ
の

た
め
の
ミ
ニ
講
座
」
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
で
、
不
安
を
抱
え
る
子
育
て
世
帯
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
親
子
で
参
加
で
き
る
「
手
作
り
マ
ル
シ
ェ
」
や
「
多
世
代
交
流
イ
ベ
ン
ト
」
を
通
じ
て
、
子
育
て
世
帯
と
地
域
住
民
と
の
繋
が
り
を
深

め
、
地
域
全
体
の
子
育
て
環
境
の
向
上
を
目
指
し
、
安
心
し
た
子
育
て
が
で
き
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
。

名
称

 
時

期
 

内
容

 
場

所
 

参
加

者
又

は
対

象
者

 
参加

予定
人数

１
．
事
業
の
企
画
会
議
 

２
．
△
△
子
育
て
ひ
ろ
ば
の
開
催
  

３
．
マ
マ
の
た
め
の
ミ
ニ
講
座
の
開
催
  

４
．
パ
パ
の
た
め
の
ミ
ニ
講
座
の
開
催
 

５
．
手
作
り
マ
ル
シ
ェ
の
開
催
 

６
．
多
世
代
交
流
イ
ベ
ン
ト
 

  

４
月
 

５
月
～

 
〃
 

 
〃
 

10
月
 

１
月
～

１
．
中
心
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
年
間
の
事
業
計
画
や
広
報
計
画
を
立
案
す
る
。
 

２
．
絵
本
読
み
聞
か
せ
等
、
子
育
て
世
代
を
対
象
と
し
た
交
流
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
。
運
営
は
○
○
大
学
の
学
生

の
協
力
を
得
な
が
ら
行
う
。
（
毎
月
第
一
土
曜
日
、
全
11
回
予
定
）
  

 
 
併
せ
て
、
「
子
育
て
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
の
設
置
。
 

３
．
母
親
向
け
の
子
育
て
に
役
立
つ
講
座
（
先
輩
マ
マ
に
よ
る
離
乳
食
の
作
り
方
教
室
等
）
 

（
毎
月
第
四
水
曜
日
、
全
11
回
）
 

４
．
父
親
の
子
育
て
で
の
困
り
ご
と
を
解
決
す
る
た
め
、
男
性
で
保
育
士
経
験
の
あ
る
講
師
に
よ
る
講
座
 

（
毎
月
第
二
土
曜
日
、
全
11
回
）
 

５
．
親
子
で
参
加
で
き
る
体
験
型
ブ
ー
ス
や
、
子
育
て
世
代
に
よ
る
出
展
ブ
ー
ス
を
設
置
す
る
「
手
作
り
マ
ル

シ
ェ
」
の
開
催
。
 

６
．
△
△
町
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
共
同
開
催
に
よ
り
、
地
域
の
高
齢
者
と
親
子
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
。

地
域
全
体
で
子
育
て
を
行
う
機
運
を
高
め
る
。
 

子
育
て
交
流
広
場
 

ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン
 

子
育
て
交
流
広
場
 

子
育
て
交
流
広
場
 

及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
 

子
育
て
交
流
広
場
 

及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
 

△
△
広
場
 

△
△
公
民
館
 
小
ホ
ー
ル
 

団
体
メ
ン
バ
ー
 

未
就
園
児
の
子
ど
も
が
い
る
地
域

の
子
育
て
世
代
の
親
子
等
 

地
域
の
子
育
て
世
代
の
親
子
等
 

地
域
の
子
育
て
世
代
の
親
子
等
 

地
域
の
子
育
て
世
代
の
親
子
等
 

子
育
て
世
代
の
親
子
、
高
齢
者
 

各
回
10

名
程
 

各
回
20

名
程
 

各
回
20

名
程
 

各
回
10

名
程
 

80
名
程

50
名
程

活
動
の
頻
度
や
時
期
の
他
、
実
施
す
る
事
業

の
内
容
が
わ
か
る
よ
う
詳
細
な
実
施
内
容
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
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令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

団体名：
（別紙１－２）                                                           

事 業 継 続 実 施 計 画 書
＊次年度以降、事業を継続していくための計画を記載してください。 

１．目指す地域の姿 

２．計 画 

令和７年度
以降

到達目標 
【将来的な 

地域の状態や姿】

目標達成に 
向けた 

具体的な取組

交付金終了後の 
活動継続方法 

【資金や人員面、独自
性を活かした取組】 

※計画は箇条書き等で簡潔に記入してください。 
※本交付金の、交付回数に関わらず活動継続に向けた取組を全て記載してください。 

令和６年度

到達目標 
【前年度の実績を 

踏まえた 
 地域の状態や姿】 

目標達成に 
向けた 

具体的な取組

事業予算（万円） 

【予算額と財源内訳 
（資金調達方法）】
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令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

団体名：地域で子ども育て隊 

（別紙１－２）                                                           

事 業 継 続 実 施 計 画 書
＊次年度以降、事業を継続していくための計画を記載してください。 

１．目指す地域の姿 

子育て世代が子育ての不安・悩みを気軽に相談できる機会を増やし、相互交流や地域と繋がることで、日常の困りご

とを気軽に相談でき、年代を問わず助け合いができる子育てのしやすい地域を目指す

２．計 画 

令和７年度
以降

到達目標 
【将来的な 

地域の状態や姿】 

・地域住民や自治体、行政、企業等の参画により、地域全体と連携・協働しながら

子育て世代の支援活動を行っていること 

・市の子育て支援事業の受託を目指し、地域の実情に応じた活動を行っていること

目標達成に 
向けた 

具体的な取組

・団体と外部を繋ぐ人材の確保や育成を行い、子育てと地域の繋がりをさらに強化

していく 

・パートナーシップ・ミーティングで関係性を築いた団体と、イベントの共同開催

を行う等、活動地域や活動内容を拡大させる

交付金終了後の 
活動継続方法 

【資金や人員面、独自
性を活かした取組】 

・参加費に加えて、寄付などの協力金の募集を働きかける 

・活動を継続的に実施できるよう、子育ての相談をしていた世代が、後に子育ての

先輩となり、運営側になるような仕組みを構築し、事業の担い手育成に繋げる 

・大学生の活動サポーターとのネットワークを活かし、地域と大学が連携した子育

て支援活動へと発展させる

※計画は箇条書き等で簡潔に記入してください。 
※本交付金の、交付回数に関わらず活動継続に向けた取組を全て記載してください。 

令和６年度

到達目標 
【前年度の実績を 

踏まえた 
 地域の状態や姿】 

・イベントの運営等を、地域の先輩ママや大学生の活動サポーターを始めとした地域

住民の主体的な協力により、継続的に実施できていること 

・子育て拠点を中心に地域住民同士で子育ての悩み等日常の困りごとを気軽に相談

でき、助け合える関係ができていること

目標達成に 
向けた 

具体的な取組 

・他の子育て団体とも連携することで、△△子育てひろばの開催回数を増やし、より

多くの方が参加できる場にする 

・子育てマルシェの開催を年１回から２回に増やし、地域住民にも出店していただく

など横の繋がりを広げる 

・地域の関係施設等において出張子育てひろばを開催

事業予算（万円） 

【予算額と財源内訳 
（資金調達方法）】

【予算額】 100万円 

【財源内訳】 

・交付金：50万円 

・事業収入：30万円 ・寄附、会費：５万円 ・民間助成金：10万円  

・自己負担：５万円
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令和 年 地域交 交付⾦

別紙１−
団体

⽬ ⾦ 

交付

交付

⾦

間 ⾦

⾦

⽀ と⼀ すること

⽬ とに⽀ を 付

⾦ 
うち、京都 域 京都 域

団体 ⾦

⾦

団体 団体 の⽀

が⽀ を する のみ

⾦ 
うち、京都 域 京都 域

⽀ の の  

業 団体 ⼒

京都府

会
から 交付 に

、 、４の は してください。
は の のみ が です。

⾦

⽬
⽀

⼈
重 点 課 題 の み

交 付 ⾦

により、 の 業
からの⾒ の 付が

の

交付

    

⽬
⽀

業

業 の

京都府 ⽤
うち、交付

の

間 ⾦の や、 業 の
を 体的に してください。

京都府

会 京都 域のみで 業 する は交付
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【記載例】 令和 年 地域交 交付⾦

別紙１−
団体

⽬ ⾦ 

交付

交付

⾦

間 ⾦

⾦

⽀ と⼀ すること

⽬ とに⽀ を 付

⾦ 
うち、京都 域 京都 域

団体 ⾦

⾦

団体 団体 の⽀

が⽀ を する のみ

⾦ 
うち、京都 域 京都 域

⽀ の の  

業 団体 ⼒

京都府

会
から 交付 に

、 、４の は してください。
は の のみ が です。

⾦

⽬
⽀

⼈
重 点 課 題 の み

業 ⾦

交 付 ⾦

交付

    

⽬
⽀

業 の
により、 の

業 からの⾒ の
付が

の

間 ⾦の や、 業 の
を 体的に してください。

京都府

会 京都 域のみで 業 する は交付

業

⼦育て ろば ⼈

京都府 ⽤
うち、交付

の

のための ⼈

り 体 ⼈

世代交 ⼈

のための ⼈

対象経費計（C）に 1/ を て た額（ 円 ）

、 と の 上限額となります。

以外に に る り、 の合計 対

象経費の合計を超過する場合は、 を減額 します。

の内 に いては、 の合計 額の を

記 し、 の 算 は の 算内

（ － ）に記 してください。また、 し

た 算内 には を た上で、

算内 にも対 する同 を記 して

ください。

事 を 場合、 算内 わ る に

内 を記 してください。 的に するために

は、様 な を すること です。

な の の に

めてください。

体 上 を する

場合は、 体 上 計 （

－ ）の計算 を記 してください。

基本記載不要です。 （収入が支出を超過する場合のみ記入）

収入合計（B)が対象経費計（C)を超過し、対象外経費（事業実施

に必要だが交付金の対象とならない経費）がある場合、市町村補

助金や民間助成金以外の事業収入を、対象外経費に充当すること

ができます。
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令和 年 地域交 交付⾦

（別紙１− ）

団 体  

⽀
⽬ ⽀ の⽀ ⽬を ⼒ してください

うち京都 域

⾦ 地域
⽀

に⽀ するかを に
してください

⽀ ⽬的
業 の と さ て、

⽀ の⽬的 を してください

⽀ は、 ⽀ の⽀ ⽬ に してください
が りない は して してください する は に ください

本に え、 ⼦ も て してください

うち京都 域
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【記載例】 令和 年 地域交 交付⾦

（別紙１− ）

団 体  

⽀
⽬ ⽀ の⽀ ⽬を ⼒ してください

⽀
に⽀ するかを に

してください

⽀ ⽬的
業 の と さ て、

⽀ の⽬的 を してください
⾦ 地域

うち京都 域
⽀ は、 ⽀ の⽀ ⽬ に してください

が りない は して してください する は に ください
本に え、 ⼦ も て してください

うち京都 域

算内 は に してください。

の事 の 外

内 のい を してください。

した 算内 の 計 と、

算 （ － ） の 額 を

させてください。

体 以外（外 ） 場合

時的な事 に対する

( 上限 1時 たり1 円、1 たり5 円）

事 において を した事 に対する

( 上限 1時 たり1 円、1 たり5 円）

体 場合

時的な事 に対する

( 上限 1時 たり1 円、1 たり5 円）

体 の場合は、1 たり、事 対象 5 円 上限額です。

算内 の に た ては、（ ）対象経費（ ）

対象経費（例） を し、内 を具体的に記 してください。計

で ても な事 で ることを する りますので、

で るだ 具体的に 最 限の 算をお いします。
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【記載例】 令和 年 地域交 交付⾦

（別紙１− ）

団 体  

⽀
⽬ ⽀ の⽀ ⽬を ⼒ してください

うち京都 域
⽀ は、 ⽀ の⽀ ⽬ に してください

が りない は して してください する は に ください
本に え、 ⼦ も て してください

うち京都 域

⽀
に⽀ するかを に

してください

⽀ ⽬的
業 の と さ て、

⽀ の⽬的 を してください
⾦ 地域

算内 は に してください。

の事 の 外

内 のい を してください。

した 算内 の 計 と、

算 （ － ） の 額 を

させてください。

体 以外（外 ） 場合

時的な事 に対する

( 上限 1時 たり1 円、1 たり5 円）

事 において を した事 に対する

( 上限 1時 たり1 円、1 たり5 円）

体 場合

時的な事 に対する

( 上限 1時 たり1 円、1 たり5 円）

算内 の に た ては、（ ）対象経費（ ）

対象経費（例） を し、内 を具体的に記 してください。計

で ても な事 で ることを する りますので、

で るだ 具体的に 最 限の 算をお いします。
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【記載例】 令和 年 地域交 交付⾦

（別紙１− ）

団 体  

⽀
⽬ ⽀ の⽀ ⽬を ⼒ してください

⽀
に⽀ するかを に

してください

⽀ ⽬的
業 の と さ て、

⽀ の⽬的 を してください
⾦ 地域

うち京都 域

うち京都 域
⽀ は、 ⽀ の⽀ ⽬ に してください

が りない は して してください する は に ください
本に え、 ⼦ も て してください

上限 1 たり1 円

1 たり1 の 対象

上限額 （ を て する場合）

て、 50 円

12 円

25 円

25 円

算内 は に してください。

の事 の 外

内 のい を してください。

した 算内 の 計 と、

算 （ － ） の 額 を

させてください。

算内 の に た ては、（ ）対象経費（ ）

対象経費（例） を し、内 を具体的に記 してください。計

で ても な事 で ることを する りますので、で

るだ 具体的に 最 限の 算をお いします。

38



【記載例】 令和 年 地域交 交付⾦

（別紙１− ）

団 体  

⽀
⽬ ⽀ の⽀ ⽬を ⼒ してください

⽀
に⽀ するかを に

してください

⽀ ⽬的
業 の と さ て、

⽀ の⽬的 を してください
⾦ 地域

うち京都 域

うち京都 域
⽀ は、 ⽀ の⽀ ⽬ に してください

が りない は して してください する は に ください
本に え、 ⼦ も て してください

算内 は に してください。

の事 の 外

内 のい を してください。

した 算内 の 計 と、

算 （ － ） の 額 を

させてください。

体 費を 場合は 、 算内 を してください。

なお、 体 費に いては、10 円 上限額です。

上限 の 費 額

、 をご ください。

体 の 費に いては、 費 を することで とするこ

と で ます。（ は ）

算内 の に た ては、（ ）対象経費（ ） 対

象経費（例） を し、内 を具体的に記 してください。計 で

ても な事 で ることを する りますので、で るだ 具

体的に 最 限の 算をお いします。
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【記載例】 令和 年 地域交 交付⾦

（別紙１− ）

団 体  

⽀
⽬ ⽀ の⽀ ⽬を ⼒ してください

うち京都 域

うち京都 域
⽀ は、 ⽀ の⽀ ⽬ に してください

が りない は して してください する は に ください
本に え、 ⼦ も て してください

⽀
に⽀ するかを に

してください

⽀ ⽬的
業 の と さ て、

⽀ の⽬的 を してください
⾦ 地域

算内 は に してください。

の事 の 外

内 のい を してください。

した 算内 の 計 と、

算 （ － ） の

額 を させてください。

算内 の に た ては、（ ）対

象経費（ ） 対象経費（例） を

し、内 を具体的に記 してください。計

で ても な事 で ることを す

る りますので、で るだ 具体的に

最 限の 算をお いします。
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【記載例】 令和 年 地域交 交付⾦

（別紙１− ）

団 体  

⽀
⽬ ⽀ の⽀ ⽬を ⼒ してください

⽀
に⽀ するかを に

してください

⽀ ⽬的
業 の と さ て、

⽀ の⽬的 を してください
⾦ 地域

うち京都 域

うち京都 域
⽀ は、 ⽀ の⽀ ⽬ に してください

が りない は して してください する は に ください
本に え、 ⼦ も て してください

外注費は、対象経費の1/2以内 上限額です。

1 たり5 円以上（ ）の場合は、 の事 の で

す。

て、外注 な わ る に 的 を記 してくだ

さい。

算内 は に してください。

の事 の 外

内 のい を してください。

した 算内 の 計 と、

算 （ － ） の 額 を

させてください。

体に いて する を

する場合は、 体 上 に計

上してください。

算内 の に た ては、（ ）対象経費（ ）

対象経費（例） を し、内 を具体的に記 してください。計

で ても な事 で ることを する りますので、で

るだ 具体的に 最 限の 算をお いします。
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【記載例】 令和 年 地域交 交付⾦

（別紙１− ）

団 体  

⽀
⽬ ⽀ の⽀ ⽬を ⼒ してください

⽀
に⽀ するかを に

してください

⽀ ⽬的
業 の と さ て、

⽀ の⽬的 を してください
⾦ 地域

うち京都 域

うち京都 域
⽀ は、 ⽀ の⽀ ⽬ に してください

が りない は して してください する は に ください
本に え、 ⼦ も て してください

対象外経費 は 記 です。

ただし、 合計 対象経費合計を超過する場合は、 算 （ － ）対象外経費

（D）の 額 に記 ください（ （ ）対象外経費の い を ）。

算内 は に してください。

の事 の 外

内 のい を してください。

様 は、対象事 の に する経費の内、 対象外となる経費の

を記 してください。

体の経 的経費に する は、対象事 の に する経費と

なりますので、 様 に記 しないでください。

（例） 、 場 、事 の 費、 に

る 費、 体内 の 例 場費
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令和 年 地域交 交付⾦

別紙１−

団体
交付⾦ 業 地域

 交付 団体 ⼒   

京都府
会

の には、 のい れかを してください。
 各 ⾦ や ⾦ に する からの指
 団体の ⽤⼒ のための取組 団体 の 、 ⼦ 、活動 の 会 会 の 、 が
 する社会的 の取 や組
 団体 に する 会の ⾦の 、⼈ 育 、 業の
 活動 に な 活動 ただし ⼈ の ⽤を く
団体 の 活動

団体 ⼒ 活動

⽀
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【記載例】 令和 年 地域交 交付⾦

別紙１−

団体
交付⾦ 業 地域

 交付 団体 ⼒   

京都府
会

の には、 のい れかを してください。
  各 ⾦ や ⾦ に する からの指
  団体の ⽤⼒ のための取組 団体 の 、 ⼦ 、活動 の 会 会 の 、 が
  する社会的 の取 や組
  団体 に する 会の ⾦の 、⼈ 育 、 業の
  活動 に な 活動 ただし ⼈ の ⽤を く
  団体 の 活動

団体 ⼒ 活動

⽀

申請事 を する
内の

外を のい を
してください。

体 上 とし
て する内 を の下の

し、 内 の内 、
算内 わ る に記 してくだ
さい。

事 算
額 を に 計算さ ますので、計算

を 算 （ － ）の下
に 記してください。

体に いて する
を する場合は、 体

上 に、事 に いて
する を する場合は、
外注費に計上してください。
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令和 年 地域交 交付⾦  

（別紙１−６） 
      

令和  年  ⽉  ⽇ 
京都府   

団  体  

地
 

代
表
者

  
りがな  

  

京都府地域交 交付⾦については、 に り んでください。 

 に る すので、 に の 願います。 
 うちょ の は、 の⾦ からの の に ⽤する「 ⾦ ⽬ 」を 願います。

⾦   

⽀   

    
  

⼈ 
    

   
る て 。

令和  年  ⽉  ⽇
団体  

団 体  
代  

  
 京都府地域交 交付⾦の に する を の に します。 

⼈  

住   
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記載例                         令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

（別紙１－６） 
口 座 振 替 依 頼 書

令和５年４月１０日 
京都府知事 様 

団  体  名 地域で子ども育て隊 

所 在 地
〒000-0000

○○市□□町1-1-1 

○○ビル201 

代
表
者

役 職 代表 

ふりがな ちいき ひびき 

氏 名 地域 響 

京都府地域交響プロジェクト交付金については、下記口座に振り込んでください。 

※ 口座情報に誤りがあると振込不能となりますので、十分に確認の上記入願います。 
※ ゆうちょ銀行の場合は、他の金融機関からの振込の際に利用する「店名・預金種目・口座番号」を記入願います。

金融機関名 ○×□銀行 

支 店 名 □□支店 

口 座 種 別 普通 ・ 当座
口 座 番 号 0000000 

口座名義人 
(フ リ ガ ナ)

チイキデコドモソダテタイ カイケイ キョウト タロウ

委 任 状 
口座名義人が団体代表者と異なる場合等は必ず記載してください。

令和５年○月○日 
委任者（申請団体） 

団 体 名： 地域で子ども育て隊

代表者職名： 代表

氏  名： 地域 響

 京都府地域交響プロジェクト交付金の受領に関する権限を下記の者に委任します。 

受任者（口座名義人） 

住  所： ○○市□□町2-2-2 メゾン△△803

氏  名： 地域で子ども育て隊 会計 京都 太郎

団体に関する内容は、全て交付申請書（第１号
様式）のとおりに記載してください。

口座名義人が申請団体名と異なる場合や、会計担

当など代表者が異なる場合、また代表者個人の口座

名義の場合は、下記の委任状が必要となります。

口座名義人が団体名のみの口座は、委任状の記入

は不要です。

 口座番号、口座名義人等の口座情報は正確に記入してください。

誤りがあると振込不能となります。また、申請後口座情報を変更

されたにもかかわらず府への届出がなく、振込不能となる事例も

ありますので、必ず変更した時点でご連絡をお願いします。

法人の場合は代表者印（代表者印がな

い場合は法人印及び代表者の個人印）、

任意団体の場合は代表者の個人印のみ

を押印してください。
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記載 に する注
（１）対象外経費の い

⽬ ⾦ 

⾦

業

⽀ と⼀ すること

⽬ とに⽀ を 付

⾦ 
うち、京都 域 京都 域

が⽀ を する のみ

⾦ 
うち、京都 域 京都 域

⽀ の の  

    

交 付 ⾦

業 ⾦

   

⽬

、 、４の は してください。
は の のみ が です。

⽬

交付

業 の を
体的に してください。

京都府

会 京都 域のみで 業 する は交付

ろば ⼈、 ⼈

 注

金の対象とな ない経費（対象外経費）の いについては、以下のとおり

となります。

算書（３３ ）の対象外経費（ ） は、 記載 です。

た し、 入の合計が対象経費の合計を超過する場合は、超過する額を 額

額しますが、対象外経費が る場合については、 金 金以外

の 入を、対象外経費に する とがで ます。 

算書（３３ ）の対象外経費（ ） に記載の上、 対象外経費の内

を確 する とがで る 算内 を いた とで、 入を

対象外経費に する ととし、 額を 額しない とがで ます。 

＜ 算書 ＞ 

入合計（12 ）が

対象経費（ ）を超過

しているた 、超過している

分は 金 の 額の対象

となります。 

た し、対象外経費が る

場合は、 入の を対

象外経費に する とがで

ますので、 金の 額と

はなりま 。 
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（２）謝金の上限額が超過した場合における申請書の記載方法について

謝金の上限額については、対象経費（C）の 1/ 以内となります。上限額が超過した場

合、謝金の計算方法については以下のとおりです。また、超過分は、対象外経費（Ｄ）に

なります。 

１．謝金の上限額が超過した場合（例） 

＜謝金の上限額の計算方法＞ 

 謝金以外の経費（人件費、旅費、諸費、備品購入費、外注費）の合計額の 

1/2 を謝金と同額にすれば、謝金は対象経費（C）の 1/ となります。 

２．計算後における申請書記載例（確定版） 

＜対象外経費(Ｄ)＞

00,000－ 50,000＝ 50,000 

対象外経費(D) 

＜上記事例の具体的な計算方法＞

以外の合計額 00,000 円(★）×1/2＝ 

上限額 イ 50,000 円 

この場合 

1,050,000×1/ ＝ 50,000 

申請時 

合計 00,000 円（★） 

の上限額 

 

＜ の上限額（超過）＞

1,500,000×1/ ＝500,000＜ 00,000 円 

ただし、上記の上限額に合わせて を減額する

と、対象経費も同様に減少するため、1/ 以内に

はなりません。最終的な上限額の計算方法は以下

のとおりとなりますのでご留意ください。 

対象経費(C) 

上限額 対象経費(C) 

の上限額 

ア

 

ア イ

イ
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（３）外注費の上限額が超過した場合における申請書の記載方法について

外注費の上限額については、対象経費（C）の 1/2 以内となります。上限額が超過した

場合、外注費の計算方法については以下のとおりです。また、超過分は、対象外経費（Ｄ）

になります。 

１．外注費の上限額が超過した場合（例） 

＜外注費の上限額の計算方法＞ 

 外注費以外の経費（謝金、人件費、旅費、諸費、備品購入費）の合計額 

と外注費を同額にすれば、外注費は対象経費（C）の 1/2 となります。 

２．計算後における申請書記載例（確定版） 

＜対象外経費(Ｄ)＞

1,500,000－500,000＝1,000,000 

＜外注費の上限額（超過）＞

2,000,000×1/2＝1,000,000＜1,500,000 円 

ただし、上記の上限額に合わせて外注費を減額す

ると、対象経費も同様に減少するため、1/2 以内に

はなりません。最終的な上限額の計算方法は以下

のとおりとなりますのでご留意ください。 

上限額 

申請時 

対象経費(C) 

対象外経費(D) 

ア

外注費 

外注費の上限額

＜上記事例の具体的な計算方法＞

外注費以外の合計額 500,000 円(★)＝ 

外注費上限額 イ 500,000 円 

この場合 

1,000,000×1/2＝500,000 

外注費の上限額

対象経費(C) 

合計 500,000 円(★） 

ア

イ

イ

外注費の上限額
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７ パートナーシップセンター所在地・連絡先 
府内各パートナーシップセンターにおいては、交付金以外にもみなさんの活動を支える、様々

なセミナーやミーティングなどの企画・運営を行っております。詳細は府HPをご確認、又は下記

窓口までお問合せください。 

 

府庁NPOパートナーシップセンター（文化生活部 文化生活総務課） 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

℡075-414-4212 FAX075-414-4230 

山城 NPO パートナーシップセンター（山城広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 

℡・FAX0774-22-5122 

京都丹波パートナーシップセンター（南丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒621-0851 亀岡市荒塚町１丁目4－1 

℡077１-24-8430 FAX077１-24-4683 

中丹パートナーシップセンター（中丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒625-0036 舞鶴市字浜2020 

℡0773-62-2031 FAX0773-63-8495 

丹後NPOパートナーシップセンター（丹後広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒627-8570 京丹後市峰山町丹波 855 

℡ 090‐5159‐5952 FAX 0772-62-5894 

対応時間：8:30～17:15 （土日祝日、年末年始 12/29～1/3 を除きます） 
 

 
★地域交響プロジェクトのホームページ 

https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/index.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

・地域力メーリングリストに参加しませんか？ 

 京都府では、他団体の方々との様々な情報発信の場として、「地域力メーリングリス

ト」を運営しています。府の地域活動関係者等約 2,000 人が参加するメーリングリスト

に参加して、活動情報等の発信に積極的にご活用ください。 

（※参加希望の場合は、関係書類チェックリスト(２５ページ)の下部「希望する」に✔してください。） 
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８ 相談・申請窓口  
 事業実施地域が京都市域の場合は京都府文化生活総務課、それ以外の場合は各市役所・町村役場が申請

手続の窓口となります。 

 また、複数の市町村域で事業を実施する場合で、単独の広域振興局管内の場合は当該地域の広域振興局

（例：宇治市と城陽市で事業実施する場合→山城広域振興局）が、複数の広域振興局に及ぶ場合（例：向

日市と亀岡市）は、主たる事業実施地域を所管する広域振興局又は文化生活総務課が申請窓口です。 

 

※令和５年４月１日以降は、名称等が変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。 

市町村の窓口（申請窓口） 

 
 府の窓口 

（相談、問合せ等） 

京
都
・乙
訓 

京 都 市 → 京都府 文化生活総務課    

京都府 文化生活総務課 
〒602-8570 

京都市上京区下立売通新町西入 

薮ノ内町 

℡075-414-4453 

FAX075-414-4230 

 

向 日 市 広聴協働課 
〒617-8665 向日市寺戸町中野 20  

℡075-874-1409 FAX075-922-6587  

長 岡 京 市 自治・共助振興室 
〒617-8501 長岡京市開田 1-1-1  

℡075-955-3164 FAX075-951-5410  

大 山 崎 町 企画財政課 
〒618-8501 大山崎町字円明寺小字夏目 3  

℡075-956-2101 FAX075-957-1101   

山 
 

城 

宇 治 市 市民協働推進課 
〒611-8501 宇治市宇治琵琶 33    

山城広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携

推進課 
〒611-0021 

宇治市宇治若森 7-6 

℡0774-21-2049  

FAX0774-22-8865 

℡0774-20-8721 FAX0774-20-8778  

城 陽 市 市民活動支援課 
〒610-0195 城陽市寺田東ノ口 16・17  

℡0774-56-4001 FAX0774-56-3999  

八 幡 市 市民協働推進課 
〒614-8501 八幡市八幡園内 75  

℡075-983-5749 FAX075-983-3593  

京 田 辺 市 市民参画課 
〒610-0393 京田辺市田辺 80  

℡0774-64-1314 FAX0774-64-1305  

木 津 川 市 学研企画課 
〒619-0286 木津川市木津南垣外 110-9  

℡0774-75-1201 FAX0774-75-2701  

久 御 山 町 企画財政課 
〒613-8585 久御山町島田ミスノ 38  

℡075-631-9992 FAX075-632-1899  

井 手 町 企画財政課 
〒610-0302 井手町大字井手小字南玉水 67  

℡0774-82-6162 FAX0774-82-5055  

宇治田原町 企画財政課 
〒610-0289 宇治田原町大字立川小字坂口 18-１  

℡0774-88-6632 FAX0774-88-3231  

笠 置 町 総務財政課 
〒619-1303 笠置町大字笠置小字西通 90-1  

℡0743-95-2301 FAX0743-95-2961  

和 束 町 地域力推進課 
〒619-1295 和束町大字釜塚小字生水 14-2  

℡0774-78-3002 FAX0774-78-2799  

精 華 町 自治振興課 
〒619-0285 精華町大字南稲八妻小字北尻 70  

℡0774-95-1934 FAX0774-93-2233  

南 山 城 村 企画政策課 
〒619-1411 南山城村大字北大河原小字久保 14-１  

℡0743-93-0107 FAX0743-93-0444   

南 
 

丹 

亀 岡 市 市民力推進課 
〒621-8501 亀岡市安町野々神 8  南丹広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携

推進課 
〒621-0851 

亀岡市荒塚町 1-4-1 

℡0771-24-8430    

FAX0771-24-4683 

℡0771-25-5002 FAX0771-22-6372  

南 丹 市 地域振興課 
〒622-8651 南丹市園部町小桜町 47  

℡0771-68-0019 FAX0771-63-0653  

京 丹 波 町 企画情報課 
〒622-0292 京丹波町蒲生蒲生野 487 番地 1  

℡0771-82-3801 FAX0771-82-2700  

中 
 

丹 

福 知 山 市 まちづくり推進課 
〒620-8501 福知山市字内記 13-1   中丹広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携

推進課 
〒625-0036  

舞鶴市字浜 2020 

℡0773-62-2031  

FAX0773-63-8495 

℡0773-24-9174 FAX0773-23-6537  

舞 鶴 市 地域づくり支援課 
〒625-8555 舞鶴市字北吸 1044  

℡0773-66-1073 FAX0773-62-9891  

綾 部 市 市民協働課 
〒623-8501 綾部市若竹町 8-1  

℡0773-42-4248 FAX0773-42-4406   

丹 
 

後 

宮 津 市 企画課 
〒626-8501 宮津市字柳縄手 345-1  丹後広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携

推進課 
〒627-8570 
京丹後市峰山町丹波 855 

℡0772-62-4300  

FAX0772-62-5894  

℡0772-45-1607 FAX0772-25-1691  

京 丹 後 市 
地域コミュニ

ティ推進課 

〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷 889  

℡0772-69-1050 FAX0772-69-6716  

伊 根 町 企画観光課 
〒626-0493 伊根町字日出 651  

℡0772-32-0502 FAX0772-32-1333  

与 謝 野 町 企画財政課 
〒629-2292 与謝野町字岩滝 1798-1  

℡0772-43-9015 FAX0772-46-2851  


